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１ 計画策定の趣旨 

全国の自殺者数は、平成10（1998）年以降３万人を超えて推移していましたが、平成22

（2010）年から減少傾向となり、平成24（2012）年からは継続して３万人を下回っていま

す。しかしながら、日本は先進国の中でも自殺死亡率（人口10万人当たりの自殺者数）が

高く、依然として毎年２万人を超える水準で推移しており、令和２(2020)年は11年ぶりに

前年を上回り、増加傾向に転じました。 

国においては、令和４(2022)年10月に、新たな「自殺総合対策大綱」が閣議決定され、

女性や子ども・若者の自殺者数が増加していること等を踏まえ、女性に対する支援の強化

や、こども家庭庁に子どもの自殺対策の司令塔として自殺対策室が設置されるなど、体制

の整備が進められています。 

このような状況を踏まえ、本市では平成31（2019）年３月に策定した「高槻市自殺対策

計画」（以下、「前計画」とします。）を更に充実させ、本市の自殺対策を総合的かつ効果的

に推進するため「第２次高槻市自殺対策計画」（以下、「本計画」とします。）を策定します。 

 

２ 計画の位置づけ 

本計画は、自殺対策基本法第13条第２項に基づく「市町村自殺対策計画」として、本市

における自殺対策推進の基本的な計画となるものです。 

策定にあたっては、「自殺総合対策大綱」や「大阪府自殺対策計画」等の内容を踏まえつ

つ、「第６次高槻市総合計画」における自殺対策を具体化する計画として、「健康たかつき

２１」等、関連する他の計画との整合性を図ります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 計画策定にあたって 
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３ 計画の期間 

本計画の期間は、国や大阪府の動きや自殺の実態、社会状況の変化等を踏まえ、令和

６(2024)年度から令和11(2029)年度までの６年間とします。 

 

４ 計画の策定体制 

（１）計画策定の機関 

① 高槻市自殺対策計画推進本部会議 

庁内関係部局との計画の策定及び推進における連携体制として、副市長以下、部長級

職員による「高槻市自殺対策計画推進本部会議」、課長級職員による「高槻市自殺対策計

画推進本部会議 幹事会」において、計画の策定及び内容の検討を行いました。 

 

② 高槻市自殺対策連絡協議会 

学識経験者、関係機関等から幅広く意見を求め、計画に反映させるため、「高槻市自殺

対策連絡協議会」において意見聴取し審議を行いました。 

 

（２）自殺対策に対する市民意識調査の実施 

計画の策定にあたり、令和２(2020)年度から令和４(2022)年度にかけて実施された市

民意識調査で、自殺対策に対する意識や関心についての設問を設定し、計画策定の基礎

資料としました（同調査は、市民生活と市政の直面する重要課題等をテーマに選び、本

市と関西大学が毎年共同で実施している調査です）。 
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＜市民意識調査の概要＞ 

 令和２(2020)年度 令和３(2021)年度 令和４(2022)年度 

調査対象 18歳以上85歳未満の市民（2,000件）※層化抽出法により抽出 

調査方法 郵送による配布・回収 

調査期間 
令和2(2020)年 

8月27日～9月11日 

令和3(2021)年 

8月26日～9月10日 

令和4(2022)年 

8月25日～9月9日 

回収状況 
有効回答数 1,227件 

（回答率 61.4％） 

有効回答数 1,211件 

（回答率 60.6％） 

有効回答数 1,214件 

（回答率 60.7％） 

 

 

（３）パブリックコメントの実施 

本計画の素案について広く市民の意見を聴き、本計画に反映していくために、令和５

(2023)年12月20日から令和６（2024)年１月19日までパブリックコメントを実施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜計画策定体制＞ 
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１ 高槻市における自殺の状況 

（１）自殺者数及び自殺死亡率（人口10万人当たりの自殺者数）の推移 
 

① 自殺者数の年次推移（全国・大阪府） 

全国の自殺者数は、平成22(2010)年から令和元（2019）年までは減少傾向でしたが、

令和２(2020)年に11年ぶりに前年に比べ増加しました。近年は全国・大阪府ともに増加

傾向に転じています。 

図１ 全国・大阪府における自殺者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 自殺者数の年次推移（高槻市） 

本市の自殺者数は、平成21(2009)年から平成30(2018)年まで減少傾向にありましたが、

令和元(2019)年以降は増加傾向に転じて、令和４(2022)年は43人となっています。 

図２ 高槻市における自殺者数の年次推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 高槻市の現状 

出典：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」より高槻市が作成 

出典：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」より高槻市が作成 
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③ 自殺死亡率の年次推移 

全国の自殺死亡率は、平成22（2010）年から減少傾向でしたが、令和２（2020）年以

降は増加傾向にあり、令和３(2021)年は全国16.5、大阪府17.3となっています。 

本市の自殺死亡率は、全国・大阪府よりも低い状態が続いています。 

なお、本市の人口規模を踏まえると、単年では偶発的要素による変動が大きくなるた

め、当該年を含めた前後３年平均の自殺死亡率の推移を示しています。 

本市の令和３(2021)年（３年平均）の自殺死亡率は13.7となっています。 

 

図３ 自殺死亡率（人口10万人当たりの自殺者数）の年次推移（全国・大阪府との比較） 

 

 

出典：厚生労働省「人口動態統計」より高槻市が作成 
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④ 性別・年代別の自殺死亡率の比較  

性別・年代別自殺死亡率をみると、男性ではほとんどの年代で全国・大阪府と比べて

低いものの、20歳代の死亡率は高くなっています。 

 

図４ 性別・年代別の自殺死亡率（男性、全国・大阪府との比較） 

（平成29（2017）年～令和３（2021）年の合計） 
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出典：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」を基に住民基本台帳１月１日現在の
人口で高槻市が作成 

 

 

女性では19歳以下、50歳代、60歳代で全国・大阪府より高くなっています。 

 

図５ 性別・年代別の自殺死亡率（女性、全国・大阪府との比較） 

（平成29（2017）年～令和３（2021）年の合計） 
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出典：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」を基に住民基本台帳１月１日現在の
人口で高槻市が作成 
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（３）自殺者の年代 

① 自殺者数の年代別年次推移 

平成21(2009)年～令和３(2021)年における自殺者数の推移を年代別でみると、30歳代、

40歳代、60歳代は減少傾向にあります。20歳代以下の若年者や70歳代以上の高齢者は横

ばいの状態が継続しており、80歳代は令和元（2019）年以降増加しています。 

図７ 年代別自殺者数の推移 
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出典：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」より高槻市が作成 
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② 性別・年代別自殺者数及び構成比の比較  

自殺者の性別・年代別構成比をみると、男性では20歳代と50歳代が最も多く17.3％で

あり、全国・大阪府と比べると、20歳代、30歳代の割合が高くなっています。 

図８ 自殺者の性別・年代別構成比（男性、全国・大阪府との比較） 

（平成29(2017)年～令和３(2021)年の合計） 

 

2,097 

 

出典：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」より高槻市が作成 

 

 

女性では、60歳代が最も多く22.1％を占めており、全国・大阪府と比べると、50歳代、

60歳代、80歳以上の割合が高くなっています。 

図９ 自殺者の性別・年代別構成比（女性、全国・大阪府との比較） 

（平成29(2017)年～令和３(2021)年の合計） 

1,255 

 

 

出典：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」より高槻市が作成 
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（４）自殺者の職業 

① 職業別にみた自殺者数の比較  

職業別自殺者数の構成比をみると、「年金・雇用保険等生活者」が35.2％と最も多く、

次いで「被雇用・勤め人」が27.6％となっています。 

全国と比べると、「年金・雇用保険等生活者」の割合が高くなっていますが、大阪府と

大きな差はみられません。 

図10 職業別自殺者数の構成比（全国・大阪府との比較） 

（平成29(2017)年～令和３(2021)年の合計） 

6,902 

 
出典：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」より高槻市が作成 
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※重複回答 

※重複回答 

（５）自殺の原因・動機 

① 原因・動機別にみた自殺者数の比較  

原因・動機別自殺者数の構成比をみると、「健康問題」が50.3％と最も多く、次いで

「家庭問題」が16.9％となっています。 

全国・大阪府と比べると、「家庭問題」の割合が高くなっています。 

図11 原因・動機別自殺者数の構成比（全国・大阪府との比較） 

（平成29(2017)年～令和３(2021)年の合計） 

15,693 

 
出典：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」より高槻市が作成 

 

② 原因・動機別にみた自殺者数（性別）の比較  

男女とも「健康問題」の割合が最も高くなっています。男性では「経済・生活問題」

や「勤務問題」が女性と比べて高く、女性では「家庭問題」が男性に比べて高くなって

います。 

図12 原因・動機別自殺者数の構成比（性別） 

（平成29(2017)年～令和３(2021)年の合計） 

23 

 
 

出典：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」より高槻市が作成 
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（８）市民意識調査の結果 

令和２(2020)年度から令和４(2022)年度に実施した市民意識調査の自殺対策に関する

設問の主な集計結果は次のとおりです。また、比較可能な設問は過去に実施した調査結

果と比較しました。 

 

① 年間の自殺者数が約２万人となっていることを知っているか 

年間約２万人が自殺で亡くなっていることを知っている人の割合は、平成29(2017)年

度より回を追うごとに高まる傾向にあり、令和４(2022)年度では73.4％となっています。 

図15 年間の自殺者数の認知度 
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② 自殺に関する相談機関を知っているか 

自殺に関する相談機関のことを知っている人の割合は、平成29(2017)年度より回を追

うごとに高まる傾向にあり、令和４(2022)年度では75.9％となっています。 

図16 自殺に関する相談機関の認知度 
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③ 本気で自殺したいと考えたことがあるか 

本気で自殺したいと考えたことがあると答えた人の割合は、令和３(2021)年度で

17.2％と高くなり、令和４(2022)年度は16.6％となっています。 

図17 本気で自殺を考えたことがあるか 
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④ 死にたいと打ち明けられた時の対応（重複回答） 

死にたいと打ち明けられた時の対応について、「耳を傾けて聞く」が最も多く、次いで

「共感を示す」「提案する」「説得する」の順となっています。 

図18 死にたいと打ち明けられた時の対応 
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⑤ 自殺したい気持ちを乗り越える方法（重複回答） 

自殺したい気持ちを乗り越える方法について、「身近な人に悩みを聞いてもらう」が最

も多く、次いで「心の健康の専門家に相談する」「気を紛らわす」「休養を取る」の順と

なっています。 

図19 自殺したい気持ちを乗り越える方法 

63.4

58.8

46.0

38.2

21.3

5.4

2.2

3.5

64.2

57.0

41.9

39.6

20.8

5.0

2.8

4.6

5.1

2.2

37.7

18.3

45.7

57.0

61.9

0 10 20 30 40 50 60 70

 

 



19 

 

⑥ 今後求められる自殺対策（重複回答） 

自殺対策として「様々な悩みに対応した相談窓口の設置」をあげる人が最も多く、次

いで「子どもの自殺予防」「職場におけるメンタルヘルス対策の推進」「インターネット

における自殺関連情報の対策」「適切な精神科医療体制の整備」の順となっています。 

図20 今後求められる自殺対策 
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（９）高槻市における自殺の状況のまとめ 

①統計データから 参照 

●本市の自殺者数は、平成21(2009)年から平成30(2018)年まで減少傾向にありました
が、令和元(2019)年以降は増加傾向に転じています。 

P5 図2 

●本市の自殺死亡率は、全国・大阪府よりも低い状態が続いています。 P6 図3 

●性別・年代別の自殺死亡率をみると、男性は20歳代、女性は19歳以下、50歳代、60歳
代で全国・大阪府と比べて高くなっています。 

P7 

図4・5 

●自殺者数を性別でみると、男性は女性の約1.7倍となっています。構成割合でみると、
男性の割合は全国・大阪府より低くなっています。 

P8 

図6・表1 

●自殺者数の年代別年次推移は、20歳代以下の若年者や70歳代以上の高齢者は横ばいの
状態が継続しています。 

P9 図7 

●性別・年代別構成比では、男性は20歳代と50歳代、女性は60歳代の割合が高くなって
います。 

P10 

図8・9 

●職業別構成比では、「年金・雇用保険等生活者」「被雇用・勤め人」の順で多く、「年
金・雇用保険等生活者」の割合は全国と比べて高くなっています。 

P11 図10 

●原因動機別構成比では、「健康問題」が最も多く、次いで「家庭問題」の順となってい
ます。「家庭問題」の割合は全国・大阪府と比べて高くなっています。 

男性は「経済・生活問題」「勤務問題」が女性と比べて高く、女性は「健康問題」「家
庭問題」が男性と比べて高くなっています。 

P12 

図11・12 

●原因・動機の中で最も多い「健康問題」の詳細をみると、「うつ病」が最も多く、次い
で、「身体の病気」「その他の精神疾患」「統合失調症」となっており、全国・大阪府と
同様の傾向にあります。 

P13 図13 

●自殺者における未遂歴では、「未遂あり」が14.8％となっています。 P14 図14 

●死亡原因を年代別にみると10歳代～30歳代で「自殺」が１位となっています。 P14 表2 

 

②「市民意識調査」の結果から 参照 

●年間の自殺者数や、自殺に関する相談機関の認知度など、自殺対策に対する市民の関
心は調査を実施するごとに高まっています。 

P16 

図15・16 

●本気で自殺したいと考えたことがあると答えた人の割合は、近年約16～17％で推移
し、回答者の約６人に１人が考えた経験を有しています。 

P17 図17 

●死にたいと打ち明けられた時の対応については、「耳を傾けて聞く」「共感を示す」「提
案する」と答える人が多く見られます。 

P17 図18 

●自殺したい気持ちを乗り越える方法については、「身近な人に悩みを聞いてもらう」
「心の健康の専門家に相談する」「気を紛らわす」と答える人が多く見られます。 

P18 図19 

●今後求められる自殺対策については、「様々な悩みに対応した相談窓口の設置」「子ど
もの自殺予防」「職場におけるメンタルヘルス対策の推進」「インターネットにおける
自殺関連情報の対策」「適切な精神科医療体制の整備」と答える人が多く見られます。 

P19 図20 
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２「前計画」の取組状況と評価 

平成31(2019)年３月に策定した前計画では、「『支え合おう こころといのち』をテーマ

に、誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指す」を基本理念（目指すべき目

標像）に掲げ、以下のとおり、基本認識、基本施策、重点施策を定めるとともに、自殺死

亡率の目標値を設定し、自殺対策を横断的に推進してきました。 

なお、基本施策の評価指標及び計画の数値目標（自殺死亡率）については、令和４

（2022）年度実績値で評価しています。 

 

【基本認識】 

（１）自殺はその多くが追い込まれた末の死である 

（２）自殺者は減少傾向にあるが、自殺対策は継続して取り組むべき課題 

（３）社会づくり、地域づくりとして推進する自殺対策 

 

【基本施策】 

基本施策１ 地域におけるネットワークの強化 

基本施策２ 自殺対策を支える人材の育成 

基本施策３ 市民への啓発と周知 

基本施策４ 生きることの促進要因への支援 

 

【重点施策】 

重点施策１ 世代の特徴に応じた取組の充実 

（１）子ども・若者に対する取組の充実 

（２）働く世代に対する取組の充実 

（３）高齢者に対する取組の充実 

重点施策２ 状況・背景に応じた自殺対策の推進 

（１）自殺未遂者への支援 

（２）健康問題を抱える人への支援 

（３）生活困窮者への支援 

   

【計画の数値目標（自殺死亡率】 

令和２（2020）年度：12.0以下  令和５（2023）年度：12.0以下から更なる減少 
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【主な取組状況】 

○ゲートキーパー養成研修は、令和３(2021)年度に実施回数８回、延べ受講者403人、令

和４(2022)年度に実施回数11回、延べ受講者376人と、新型コロナウイルス感染症拡大

防止のためオンライン研修を行うなど研修方法を工夫し、自殺対策を支える人材を育

成しました。 

○教職員対象研修は、教育相談研修では「ヤングケアラーが抱える課題について」、養護

教諭研修では「自殺危機初期支援について」と題し、講師を招いて研修を実施するこ

とで、人材の育成を図りました。 

○自殺未遂者等相談支援検討会は、課内検討会に加え、外部講師を招いた事例検討会を

実施しました。また、関係機関への参加を呼びかけ、事例検討を通して、連携の強化、

支援者の対応力の向上を図りました。 

【評価指標の達成状況】 

評価指標 
計画策定時値 

（平成29(2017)年度） 

評価値 

（令和４(2022)年度） 

目標値 

（令和５(2023年度)） 
達成状況 

ゲートキーパー養
成研修の受講者数
（※） 

5,015人 7,069人 8,000人 △ 

（※）平成20（2008）年度以降の延べ受講者数 

 

基本施策３ 市民への啓発と周知 

市民が自殺対策について理解を深めることで、一人で悩まずに相談する意識の醸成を図

り、自殺予防の啓発や相談先情報を周知するため、以下の取組を行いました。 

【主な取組状況】 

○自殺予防啓発については、市バス車内広告の掲示、交通機関や医療機関、高槻市社会

福祉協議会、庁内関係機関等へのポスター掲示やリーフレットの配布、各種啓発記事

の掲載、保健所や市役所等での啓発展示等を行い、市民への啓発と周知を図りました。 

○市民向けの講演会については、統合失調症やうつ病等をテーマに講師を招いて講演会

を実施し、精神疾患に対する市民の理解促進を図りました。 

○相談窓口の周知については、こころの健康相談で受療支援を行った他、必要に応じて

各部門の相談事業を案内するなど、関係機関と連携して取り組みました。 
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【評価指標の達成状況】 

評価指標 
計画策定時値 

（平成29(2017)年度） 

評価値 

（令和４(2022)年度） 

目標値 

（令和５(2023年度)） 
達成状況 

自殺に関する相談
機関を知っている
人の割合 

（市民意識調査） 

50.5％ 75.9％ 66.7％ 〇 

 

 

基本施策４ 生きることの促進要因への支援 

「生きることの阻害要因」を減らす取組に加え、孤立を防ぐための居場所づくり、適切

な行政サービスの利用支援や支援団体へのつなぎ等の「生きることの促進要因」を増やす

ため、以下の取組を行い、自殺リスクの低減を図りました。 

【主な取組状況】 

○地区福祉委員会が参加者同士の交流の場として、「ふれあい喫茶」を定期的に開催し、

併せて住民の困りごとの相談を受ける「福祉のまちかど相談」を開設することで、地

域の居場所の拡充と活用に取り組みました。 

○こんにちは赤ちゃん事業は、出産後、早期に家庭を訪問し、子育て情報の提供や育児

相談を実施することで保護者の育児不安や負担感の軽減を行いました。支援が必要な

家庭については、関係機関などに適切につなぎました。 

○依存症相談や自死遺族相談の実施、支援団体のリーフレット等の公民館等への配架等

を通じ、医療機関、支援団体や各専門相談に関する情報提供を行い、必要な支援につ

なぎました。 

【評価指標の達成状況】 

評価指標 
計画策定時値 

（平成29(2017)年度） 

評価値 

（令和４(2022)年度） 

目標値 

（令和５(2023年度)） 
達成状況 

これまでの人生の
中で本気で自殺し
たいと考えたこと
がない人の割合 

（市民意識調査） 

82.8％ 81.5％ 85.0％ × 
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２ 重点施策の取組状況 

重点施策１ 世代の特徴に応じた取組の充実 

（１）子ども・若者に対する取組の充実 

児童・生徒に対する取組として、一人で問題を抱え込まず他者に支援を求めることが

できるよう、環境整備等に取り組みました。また、若者に対する取組として、ライフス

テージ等に合わせた相談体制や支援の充実に取り組みました。 

【主な事業の取組状況】 

○子ども・若者に対する取組として、生命の尊さや心の発達及び不安や悩みへの対処、

ストレスへの対処等についての指導を小中学校で実施し、児童生徒を様々な困難やス

トレスへの対処法の学習につなぎました。また、スクールカウンセラーの派遣を通じ、

いじめや不登校等の児童生徒の指導上の課題に対して、児童生徒の心の安定を図りま

した。 

○青少年に対しては、電話・面接による相談対応を行い、多様化・複雑化する内容につ

いて、関係機関との連携により事案解決を図りました。また、市内大学の学生や近隣

学校からの実習生に対して、メンタルヘルス、セルフケアに関する講義を行い、ここ

ろの健康づくりを進めるとともに、若者同士の気づきあいの力を高め、自殺予防の相

互作用を図りました。 

〇令和２（2020）年度から面接相談員を増員し、心理・ことばの発達など教育上の問題

や悩みを軽減あるいは解消するために相談を行い、相談者の主訴について問題解決を

図りました。 

 

（２）働く世代に対する取組の充実 

勤務上の悩みを抱えた人が、適切な相談、支援につながるよう、相談先等の周知を図

るとともに、企業等のメンタルヘルス対策を促進しました。 

また、アルコール健康障がいを予防するための啓発や保健指導、相談支援、医療や支

援機関へのつなぎなど、支援の充実に取り組みました。 

【主な事業の取組状況】 

○労働者向けのメンタルヘルスに関する啓発記事の掲載、労働相談による相談者が抱え

る心理的負担を軽減、ワーキングニュースの発行を通じたハラスメントや差別に関す

る相談先についての情報提供、事業所に対する健幸経営の普及と啓発、公共職業安定

所による「こころのサポーター相談コーナー」の開設等を行いました。 
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（３）高齢者に対する取組の充実 

高齢者の生きがい活動と社会参加への支援、地域での支え合いや相談体制の充実など、

高齢者支援施策の推進と連動した自殺対策に取り組みました。 

【主な事業の取組状況】 

○高齢者に対する取組として、老人クラブ活動の指導育成、すこやかテラス（市立老人

福祉センター）の運営管理、地区福祉委員会を中心とする対象者への見守り・声かけ

訪問の実施、民生委員児童委員による相談活動などに取り組みました。 

 

 

重点施策２ 状況・背景に応じた自殺対策の推進 

（１）自殺未遂者への支援 

自殺未遂者の支援、再企図防止に向けて、自殺未遂者相談支援事業等を実施しました。 

【主な事業の取組状況】 

○自殺未遂者相談支援事業は、本人及び家族同意のもと、大阪府高槻警察署・大阪府三

島救命救急センター・市消防本部からの情報提供に基づき、相談支援を実施しました。 

 

（２）健康問題を抱える人への支援 

精神（こころ）の健康問題を抱える人の早期発見、早期治療につなげるため、研修会等

の開催により、正しい知識の普及啓発に努めるとともに、相談体制の充実や関係機関との

連携強化に取り組みました。 

身体（からだ）の健康問題を抱える人への支援では、健康寿命の延伸、生活習慣病の発

症予防と重症化予防の徹底など、健康づくり施策の推進と連動した自殺対策に取り組みま

した。 

【主な事業の取組状況】 

○精神疾患及び精神障がい、アルコール依存症、認知症などについて、こころの健康相

談を行い、必要に応じて、関係機関との連携や受療支援を行いました。 

○各種研修会・講演会の開催や大阪府三島精神医療懇話会の開催、各種健（検）診、健

康教育・健康相談、難病患者の療養支援等を行いました。 
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（３）生活困窮者への支援 

生活困窮者自立支援施策と連動した自殺対策に取り組みました。 

【主な事業の取組状況】 

○生活困窮者自立支援事業により生活困窮者に対して、就労の状況、心身の状況、地域

社会からの孤立の状況等、様々な状況またはそれらの複合的な状況に応じて、自立支

援相談窓口の相談支援員を中心に、就労支援員による履歴書の添削や模擬面接、職場

体験等の就労支援、更に関係部局や地域の関係機関と連携した包括的かつ早期的な支

援を行うなど、就労支援と一体的に実施する事業に取り組みました。 

○生活困窮者自立支援制度と自殺対策の連携については、個別ケースを通して、ネット

ワークの連携強化を図ることで相互理解を深めました。 
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４ 今後の課題 

本章と前章の「（９）高槻市における自殺の状況のまとめ」を踏まえると、本市の自殺者

数は平成21年（2009）年以降、減少傾向にありましたが、近年は増加傾向に転じています。

自殺死亡率は、全国・大阪府よりも低い状態が続いているものの、性別・年代別で比較す

ると、男性では20歳代、女性では19歳以下、50歳代、60歳代で高くなっており、それぞれ

の生活状況に応じた対策が必要です。 

自殺に至るまでの背景には様々な社会的要因が複雑に関係しており、本市においても、

社会経済情勢の変化等に応じて必要な支援が行えるよう、自殺対策に関する市民の理解促

進や相談窓口等の周知、自殺対策を支える人材育成、関連施策との連携強化などを進め、

自殺リスクを低下させることができるよう、引き続き取組を推進していく必要があります。 
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１ 自殺対策における基本理念  

 

 

自殺は、その多くが追い込まれた末の死です。自殺の背景には、精神保健上の問題だけ

ではなく、過労、生活困窮、育児や介護疲れ、いじめや孤立などの様々な社会的要因があ

ることが知られています。このため、自殺対策は、社会における「生きることの阻害要因

（自殺のリスク要因）」を減らし、「生きることの促進要因（自殺に対する保護要因）」を増

やすことを通じて、社会全体の自殺リスクの低減を目指し、総合的に推進しなければなり

ません。 

自殺対策の本質が生きることの支援にあることを改めて確認し、「支え合おう こころと

いのち」という理念を掲げ、前計画に引き続き「誰も自殺に追い込まれることのない社会

の実現」を目指します。 

 

第３章 基本的な考え方 

「支え合おう こころといのち」 

～誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指す～ 
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２ 基本認識 

（１）自殺はその多くが追い込まれた末の死である 

自殺については、自ら命を絶つ瞬間的な行為だけでなく、人が命を絶たざるを得ない

状況に追い込まれるプロセスとして捉える必要があります。 

自殺行為に至った人の直前のこころの健康状態を見ると、大多数は、様々な悩みによ

り心理的に追い詰められた結果、抑うつ状態にあったり、うつ病等の精神疾患を発症し

ていたりするなど、これらの影響により正常な判断を行うことができない状態となって

いることが明らかになってきています。このように、自殺は個人の意思や選択の結果で

はなく、その多くが追い込まれた末の死であり、このことを社会全体で認識するよう改

めて徹底していく必要があります。 

 

 

（２）自殺は大きな社会問題であり、あらゆる主体が連携し、市全体で対
策を推進する 

自殺者数は減少傾向を維持してきましたが、令和２年には全国・大阪府ともに前年を

上回る結果となりました。その背景として、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等で

自殺の要因となり得る様々な問題が深刻化したことなどがあるものと考えられます。 

このため、社会環境の変化等が自殺にどのような影響を与えているのかなど、自殺の

実態についての情報収集・分析等に注視するとともに、自殺は「社会の問題」として、

関係機関・団体等と連携・協働し、市全体で自殺リスクが低下するよう対策を進める必

要があります。 

なお、対策の実施にあたっては、自殺者及び自殺未遂者並びにその家族等の名誉及び

生活の平穏に十分配慮するものとします。 
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３ 基本的な方針 

（１）生きることの包括的な支援として取り組む 

自殺はその多くが追い込まれた末の死であり、その多くが防ぐことができる社会的な

問題であることから、自殺対策を、生きることの包括的な支援として、社会全体の自殺

リスクを低下させるとともに、一人ひとりの生活を守るという姿勢で展開します。 

 

 

（２）一人ひとりの問題として取り組む 

市民一人ひとりが、こころの健康問題の重要性を認識するとともに、自らのこころの

不調に気づき、適切に対処できるよう幼少期から老年期まで生涯を通じたこころの健康

づくりに取り組みます。 

また、精神疾患等によりこころの問題を抱えて死にたいと考えている人は、何らかの

自殺のサインを発していることが多いことから、すべての市民が、身近にいるかもしれ

ない自殺を考えている人のサインに早く気づき、見守っていくための取組を進めます。 

 

 

（３）社会的要因を踏まえて取り組む 

自殺は、健康問題、経済・生活問題、家庭問題など様々な要因が背景となっており、

失業、倒産、多重債務、長時間労働等の社会的要因については、制度、慣行の見直しや

相談・支援体制の整備などの社会的な取組により防ぐことが可能です。また、一見個人

の問題と考えられる要因であっても、専門家への相談や精神疾患等の治療など社会的な

支援により解決できる場合もあることから、自殺に至る悩みを引き起こす様々な要因に

対し、適切に介入できるよう取り組みます。 
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（４）事前対応、危機対応、事後対応ごとに取り組む 

自殺対策は、以下の段階ごとに効果的な施策を講じます。 

①事前対応：心身の健康の保持増進についての取組、自殺や精神疾患についての正

しい知識の普及啓発など自殺の危険性が低い段階で対応を行うこと 

②自殺発生の危機対応：現に起こりつつある自殺発生の危機に介入し、自殺を発生

させないこと 

③事後対応：自殺や自殺未遂が生じた場合に、家族や学校の児童・生徒など、周囲

に与える影響を最小限にとどめ、新たな自殺を防ぐとともに、発生当初から継続

的に遺族等にも支援を行うこと 

 

 

（５）自殺の実態に基づき継続的に取り組む 

市内の自殺の状況を踏まえ、自殺対策を総合的に推進していくためにも、社会的要因

を含む自殺の原因・動機など自殺の実態に基づき継続的に取り組みます。 

また、様々な取組の中には、直ちに効果が表れない場合もあることから、中長期的な

視点に立って継続的に実施します。 

 

 

（６）関連施策との有機的な連携を強化して総合的に取り組む 

自殺を防ぐためには、精神保健的な視点だけでなく、社会・経済的な視点を含む包括

的な取組が重要であり、生活困窮者自立支援制度や孤独・孤立対策、子どもへの支援策

といった各種施策との連携を図るとともに、支援に携わる者がそれぞれ自殺対策の一翼

を担っているという意識を共有するよう取組を進めます。 

 

 

（７）関係機関・団体等との連携・協働を推進する 

「誰も自殺に追い込まれることのない社会」を実現するために、関係機関・団体、民

間団体、企業等が連携・協働して自殺対策を総合的に推進します。 

特に、大阪府とは緊密な連携体制を構築するとともに、大阪府自殺対策計画に基づく

事業が円滑に実施できるよう積極的に協力するものとします。 
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４ 計画の数値目標 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（参考）国と大阪府の数値目標 

 国 大阪府 

自殺死亡率 

（人口10万人当たりの自殺者数） 

１３．０以下 

（令和８年） 

１３．０以下 

（令和９年） 

 

自殺死亡率（人口10万人あたりの自殺者数）の年次推移（再掲） 

 

★厚生労働省「人口動態統計」による 
現状値 

（令和２～４年平均） 

目標値 

（令和８～１０年平均） 

自殺死亡率 

（人口10万人当たりの自殺者数） 
１３．７ １２．０以下 

●本市の自殺死亡率は、人口規模を踏まえると、短期間では偶発的要素に大きく

影響されることから、単年の数値では評価が困難なため、直近3年平均による目

標値を設定しています。→「令和８～１０年平均」 

●令和元年以降から全国・大阪府の自殺死亡率が上昇傾向であることや、自殺総

合対策大綱においては新型コロナウイルス感染症の影響の分析にも言及されて

おり、本市においても今後の増加が懸念されている状況や前計画の現状値等を

踏まえて設定しています。→「１２．０以下」 

【目標値設定の考え方】 

出典：厚生労働省「人口動態統計」より高槻市が作成 
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基本理念、基本認識のもと、基本的な方針に沿って重点施策を定め、自殺対策の取組を推

進し、自殺死亡率（人口10万人当たりの自殺者数）の数値目標の達成を目指します。 

本計画においては、前計画からの59事業を継続するとともに、国及び大阪府の動向を踏ま

え、新たに15事業を追加（各事業・取組欄に「★」を記載）し、74事業に取り組みます。 

なお、各重点施策の評価指標の目標値は、令和10（2028）年の実績値とします。 

 

≪施策体系≫ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 自殺対策の取組 

基
本
理
念 

「支え合おう こころといのち」 

～誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指す～ 

 

基 
 

本 
 

的 
 

な 
 

方 
 

針 

基
本
認
識 

（１）自殺はその多くが追い込まれた末の死である 

（２）自殺は大きな社会問題であり、あらゆる主体が連携し、市全体で対策を推進する 

数
値
目
標 

自殺死亡率（人口 10 万人当たりの自殺者数） 

12.0 以下（令和 8～10 年平均値） 

（１）生きることの包括的な支援として取り組む 

（２）一人ひとりの問題として取り組む 

（３）社会的要因を踏まえて取り組む 

（４）事前対応、危機対応、事後対応ごとに取り組む 

（５）自殺の実態に基づき継続的に取り組む 

（６）関連施策との有機的な連携を強化して総合的に取り組む 

（７）関係機関・団体等との連携・協働を推進する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重点施策１ 市民のこころの健康づくりを進める 

重点施策２ 市民一人ひとりの気づきと見守りを促す 

重点施策３ 社会的な取組で自殺を防ぐ 

重点施策４ 自殺対策に関わる人材の養成及び資質の向上を図る 

重点施策５ 適切な精神科医療を受けられるようにする 

重点施策６ 自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐ 

重点施策７ 遺された人の支援を充実する 

重点施策８ 関連施策との有機的な連携と民間団体等との協働を推進する 

重点施策９ 子ども・若者の自殺対策を推進する 

重 

点 

施 

策 
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重点施策１ 市民のこころの健康づくりを進める 
 

【現状・課題等】 

・適度なストレスは活動の原動力になりますが、過剰に積み重なるとうつ病などの精神疾

患のリスクが高まります。こころの健康を保つには、日々のストレスと上手に付き合い、

不調を感じた時には早めに対処することが大切です。 

 

【取組の方向性】 

市民一人ひとりが自分のストレスに気づき、対処法に関する正しい知識を持てるよう、

ストレスへの適切な対応についての啓発、精神疾患に対する正しい知識の普及、ストレス

要因の軽減につながる環境整備、相談窓口の整備などを通じて市民のこころの健康づくり

を進めます。 

 

【評価指標】 

評価指標 
現状値 

（令和４(2022)年度） 

目標値 

（令和10(2028)年度） 

市民向けの講演会の開催回数 年２回 年２回以上 

 

【主な事業】 

事業・取組 内 容 担当課・機関 

市民向けの講演会
の開催 

自殺の危険因子である、うつ病、統合失調症、アルコール依存
症等をテーマに講演会を開催し、正しい知識の普及啓発に努め
ます。 

保健予防課 

関係機関向け研修
会等の開催 

自殺の危険因子である、うつ病、統合失調症、アルコール依存
症等をテーマに研修会を開催し、正しい知識の普及啓発に努め
ます。 

こころの健康相談 

保健師、社会福祉士、精神保健福祉士、精神科医師等の相談員
がこころの病気（統合失調症、うつ病、アルコール依存症等）
に関する相談に応じ、適切な精神科医療につなぎます。 

★ 

心のサポーター養
成事業 

精神疾患は、誰でもかかりうる病気であることから、メンタル
ヘルスに関する正しい知識を広めることがとても重要です。メ
ンタルヘルスファーストエイドの考え方に基づき、周囲の身近
な方が心のサポーターとして、メンタルヘルスの問題を抱える
人を支援する仕組みづくりに取り組みます。 
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事業・取組 内 容 担当課・機関 

老人クラブへの活
動支援 

地域の高齢者が自主的に設立した老人クラブに対して、会員数
や活動状況に応じて補助金を助成し、高齢者の介護予防やボラ
ンティア活動等を促進するとともに、生きがいづくりやスポー
ツ活動の活性化を図ります。 

長寿介護課 
すこやかテラス
（市立老人福祉セ
ンター）の運営管
理 

高齢者が健康で明るい生活を営むため、地域活動や介護予防の
拠点として、また、教養の向上、健康づくり、レクリエーショ
ン、憩いの場として、すこやかテラス（市立老人福祉センタ
ー）の運営管理を行い、高齢者の生きがい活動を支援します。 

地域子育て支援拠
点事業（つどいの
広場、子育て支援
センター） 

主に乳幼児（0～3歳）を持つ子育て中の親とその子どもが気軽
に集い、うち解けた雰囲気の中で語り合ったり、相談したり、
学びあったりする「場」を設置し、子育てへの負担感の緩和を
図ります。 

一時預かりや地域の子育て支援団体との連携に取り組む事業を
展開するとともに、地域の子育て支援力の向上に取り組みま
す。 

子育て総合支
援センター 

バリアフリー 

「バリアフリー基本構想」の着実な推進を図るため、障がい当
事者、交通事業者、学識経験者から成る附属機関を設置し推進
体制の充実を図ります。また、「心のバリアフリー」の醸成に向
けて、市内小学校での総合学習等に取り組みます。 

都市づくり推
進課 

ワーキングニュー
スの発行 

「高槻ワーキングニュース」に労働者のメンタルヘルス保持に
関する啓発や相談先の周知等を行います。 

産業振興課 

地域の居場所の拡
充と活用 

住民の声や福祉ニーズをすばやく受け止め、地域福祉活動を進
めていくために、地域の中で住民が気軽に相談したり、年齢や
障がいの有無に関係なく集い・交流できる「ふれあい喫茶」な
どの場づくりの更なる拡充と活用を行います。 

高槻市社会福
祉協議会 

健幸経営の普及啓
発 

市内事業所の「健全な経営」と企業の従業員の「幸福な生活」
の実現を目指し、「健幸経営」に関する情報発信を行います。 

高槻商工会議
所 
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重点施策２ 市民一人ひとりの気づきと見守りを促す 

【現状・課題等】 

・市民意識調査（令和４年）では、「自殺に関する相談機関を知っている人の割合」は

75.9％であり、自殺対策に対する市民の理解は年を追うごとに高まっています。 

・自殺対策を一層推進するためには、自殺に対する誤った認識や偏見を払拭し、自身や周

囲の危機に気づいて必要な援助を求めたり、危機にある人を見守っていくという共通認

識が社会全体に広まることが大切です。 

 

【取組の方向性】 

市民一人ひとりが、自殺は「誰にでも起こる危機」であることを理解し、身近にいる自

殺を考えている人の存在に気づき、見守ることができるよう、普及啓発活動を展開します。 

 

【評価指標】 

評価指標 
現状値 

（令和４(2022)年度） 

目標値 

（令和10(2028)年度） 

自殺に関する相談機関を知って
いる人の割合（市民意識調査） 

75.9％ 80.0％ 

 

【主な事業】 

事業・取組 内 容 担当課・機関 

普及啓発 
自殺予防啓発活動（公共交通機関、公共施設、市内大学、病院等
における啓発展示やリーフレットの配布等）を行います。 

保健予防課 

依存症対策 
依存症に関する相談支援や専門医療機関への受療支援および支援
団体・自助グループの情報提供やつなぎを行います。 

エイズ・性感染症
相談 

エイズを含む性感染症について、相談及び無料検査（エイズ、梅
毒、クラミジア）を実施しています。 

企業等のメンタル
ヘルス対策の促進 

高槻商工会議所と連携し、「商工ニュースたかつき（商工会議所発
行）」等に労働者向けのメンタルヘルスに関する啓発記事を掲載す
るほか、自殺予防やメンタルヘルスに関する企業等での研修に取
り組みます。 

普及啓発 
自殺予防週間や自殺対策強化月間に合わせて、市バス車両へのポ
スター掲示を行います。 

保健予防課 

 

交通部総務企
画課 

人権情報提供・啓
発事業 

（1）人権相談（人権110番、人権特設相談）を実施 

（2）人権啓発を実施、人権啓発事業を行います。 

人権・男女共
同参画課 
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重点施策３ 社会的な取組で自殺を防ぐ 

【現状・課題等】 

・自殺統計（平成29年～令和３年計）における本市の自殺の原因動機は、「健康問題」が最

も多く、次いで「家庭問題」の順となっています。性別でみると、男性は「経済・生活問題」

「勤務問題」が女性と比べて高く、女性は「健康問題」「家庭問題」が男性と比べて高くなっ

ています。 

・自殺者の職業別では、「年金・雇用保険者等生活者」「被雇用・勤め人」「その他の無職

者」が多くなっています。  

・市民意識調査（令和４年）では、今後求められる自殺対策について、「様々な悩みに対応

した相談窓口の設置」が最も多い回答となっています。 

 

【取組の方向性】 

自殺の背景には精神保健上の問題だけでなく、様々な社会的要因が複雑に関係していま

す。市民が自殺に追い込まれることが無いよう、これらの要因に対する相談支援の充実を

図るとともに、関係機関との連携を強化し、総合的かつ効果的に支援します。 

 

【評価指標】 

評価指標 
現状値 

（令和４(2022)年度） 

目標値 

（令和10(2028)年度） 

高槻市自殺対策計画推進本部
会議及び高槻市自殺対策連絡
協議会の開催 

毎年度実施 毎年度実施 

 

【主な事業】 

事業・取組 内 容 担当課・機関 

高槻市自殺対策連
絡協議会 

保健、医療、福祉、教育、労働、地域等の多分野の関係者によ
り、本市の自殺対策の推進に関する情報共有、協議、連携を行
います。 

保健予防課 
★ 

高槻市自殺対策計
画推進本部会議 

自殺対策について、庁内関係部署が必要な情報共有、連携を図
ることで全庁的かつ横断的な取組を推進します。 

難病患者の療養支
援 

保健師による療養相談やその他専門職による相談・指導を行う
とともに、疾患に関する講演会等を実施します。 
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事業・取組 内 容 担当課・機関 

女性相談・対応事
業 

(1)女性相談の実施 

(2)女性の自立支援等に向けた情報提供 
 

 

 

 

 

 

 

人権・男女共
同参画課 

 

 

 

 

 

 

DV相談・対応事業 

(1)ＤＶ対応連絡会議の実施 

(2)「女性に対する暴力をなくす運動」期間のDV防止啓発・相談
機関の周知・パープルリボン(グッズ)の配布 

(3)ＤＶリーフレット作成・配布 

(4)デートＤＶ防止啓発リーフレット作成・配布 

(5)ＤＶ相談の実施 

(6)ＤＶ被害者同行支援(一時保護等) 

男女共同参画セン
ター事業 

(1)男女共同参画推進事業(男女共同参画週間・フォーラムの実
施等) 

(2)男女共同参画に関する啓発イベント・講座の開催 

(3)主催講座での保育預かりの実施 

(4)情報収集・提供事業(図書・DVD（ビデオ）等の情報提供) 

(5)情報誌(男女共同参画センターだよりの発行) 

(6)女性法律相談の実施 

市民相談事業 
市民の日常生活の問題についての一般相談及び法律、税務など
の各種専門相談を受け付けます。 市民生活相談

課 消費生活苦情相談
事業 

市民の消費生活に関する相談に専門の相談員が応じます。 

民生委員児童委員
による相談 

住民の身近な相談相手である民生委員児童委員が、地域で相談
に応じ、関係機関につなぐなど、相談体制の充実を図ります。 

地域共生社会
推進室 

★ 

一般介護予防事業 

①介護予防把握事業 

介護予防に対する取組への意識付けを目的として、相談業務
や事業、関係機関との連携を通じ、介護予防基本チェックリス
トを実施 

②介護予防普及啓発事業 

介護予防に関する活動の普及啓発推進を目的に、介護予防教
室や健康相談、出前講座等を実施 

③地域介護予防活動支援事業 

ア 自主グループ、元気クラブの活動支援 

市民の自主的かつ継続的な介護予防の取組に向けた健康教育
や健康相談、体操指導、活動継続のための相談等を行います。 

イ 生活支援サポーター事業 

介護保険等の公的サービスと地域の支え合い活動の隙間を埋
める担い手の養成、地域活動の支援を行います。 

ウ 介護予防活動通所型事業（街かどデイハウス） 

民間既存家屋等を利用した場における住民参加型の介護予防
プログラムを実施します。 

長寿介護課 

★ 

地域包括支援セン
ター総合相談支援 

高齢者等の様々な相談に応じ、必要な情報の提供や助言等を行
います。また、高齢者等の権利擁護のために必要な援助を行い
ます。 

福祉相談支援
課 
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福祉相談支援
課 

 

事業・取組 内 容 担当課・機関 

障がい者相談支援
事業 

障がい者等の様々な相談に応じ、必要な情報の提供や助言など
を行います。また、障がい者等の権利擁護のために必要な援助
を行います。 

生活困窮者自立支
援事業 

生活困窮者に対し、就労の状況、心身の状況、地域社会からの
孤立の状況等、様々な状況又はそれらの複合的な状況に応じ
て、くらしごとセンターの相談支援員を中心に、就労支援員に
よる履歴書の添削や模擬面接、職場体験等の就労支援、更に関
係部局や地域の関係機関と連携した包括的かつ早期的な支援を
行います。 

また、同フロアに設置されているハローワークの専門窓口で
は、就労支援ナビゲーターが、市の就労支援員と連携しなが
ら、効果的な職業紹介を行います。 

福祉相談支援
課 

 

茨木公共職業
安定所 

医療相談 
医療に関する市民の相談や苦情に対応し、医療の安全と信頼を
高めます。 

健康医療政策
課 

健康教育・健康相
談 

食生活や運動など健康づくりに関する知識の普及を図るため、
健康教育を実施します。また、医師・歯科医師・薬剤師・管理
栄養士・保健師が個別に健康に関する相談に応じます。 

健康づくり推
進課 

各種健（検）診 
疾病等の早期発見、早期治療の推進のため、がん検診・特定健
診・歯科健診等の各種健（検）診を実施します。 

保健指導 

特定健診受診者のうち、生活習慣病発症のリスクがある人や重
症化の恐れがある人に対して保健指導を実施し、生活習慣の改
善等を支援します。 

ひとり親家庭相談
事業 

ひとり親家庭の福祉の増進を図るため、母子・父子自立支援員
を配置し、ひとり親家庭の父、母・寡婦の相談に応じます。 

子ども育成課 

★ 

利用者支援事業
（母子保健型） 

保健師・助産師等の母子保健コーディネーターが、妊娠届に来
所する妊婦に面談を行い、母子保健・子育てに関する相談及び
各種サービスの情報提供を行い、支援プランを作成します。 

子ども保健課 

★ 

産婦健診 

出産後の産婦の心身の不調、育児不安を早期に把握するため
に、健診費用の助成を図り、必要な産婦に対し相談や支援を行
います。 

児童家庭相談 

社会福祉士・心理職・保健師等の専門職を配置し、子育て不安
や子どもの養育など、18歳未満の子育てに関する相談を実施し
ます。 

保護者の相談内容を傾聴し、アセスメントとそれに基づく適切
な援助を行います。 

あわせて、相談等を通じて、児童虐待を未然に防止するための
取組を進めます。 子育て総合支

援センター 子育て総合支援セ
ンター（子育て相
談及び情報提供） 

就学前の親子が集うプレイルームや各種講座で子育てに関する
相談や情報提供を行います。 

子育て相談訪問事
業 

養育支援が特に必要であると認められる家庭に対して、子育て
相談訪問員（保育士等の専門員）が訪問し、養育に関する相
談・助言・指導を行い、当該家庭の適切な養育の実施を図りま
す。 
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子育て総合支 

援センター 

 

事業・取組 内 容 担当課・機関 

こんにちは赤ちゃ
ん事業 

生後４か月までの乳児のいる家庭に保育士等が訪問し、育児相
談・情報提供などを行うことで保護者の育児不安を解消し、支
援が必要な家庭に対しては適切なサービス利用に結びつけま
す。 

労働相談 

労働者の抱える諸問題の解決を図るため、市民・勤労者からの
様々な労働に関する相談について専門相談員（社会保険労務
士）が適切な助言と指導を行います。 

産業振興課 

障がい者雇用相談 

障がい者及び事業主からの雇用・就労に関する相談について、
専門相談員(精神保健福祉士等)を通して適切な助言・指導を行
います。 

★ 

大阪府生活福祉資
金貸付事業 

大阪府社会福祉協議会が行う資金貸付事業の窓口として低所得
者、障がい者、高齢者世帯に対し自立支援のための資金貸付相
談や申請手続き支援を行います。 

高槻市社会福
祉協議会 

★ 

ひきこもり当事者
及び家族への支援
事業 

ひきこもり当事者及びその家族が参加者同士で日頃の悩みを語
り合い、情報交換を行う居場所づくりの支援をします。 

こころのサポータ
ー相談コーナー 

求職活動をされる際に、精神的に不安を抱えておられる方への
不安の解消、課題の整理のために、精神保健福祉士によるカウ
ンセリングを行います。 

茨木公共職業
安定所 
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重点施策４ 自殺対策に関わる人材の養成及び資質の向上
を図る 

【現状・課題等】 

・自殺を考えている人は、その多くがうつ病などのこころの健康問題を抱えており、何ら

かのサインを発しています。 

・市民意識調査（令和４年）では、自殺願望を打ち明けられた時の対応について、「耳を傾

けて聞く」「共感を示す」「提案する」と答える人が多く見られました。 

・自殺予防に資する人材を育成するゲートキーパー養成研修の受講者は着実に増えていま

すが、傾聴などの寄り添いに加えて、必要に応じて専門の相談機関に繋ぐなどの更なる

対応が望まれます。 

 

【取組の方向性】 

市民、学生、相談機関など様々な分野の人に対して研修等を実施し、自殺の危険を示す

サインに気づき、適切な対応を図ることができる「ゲートキーパー」の役割を担う人材を

養成します。また、継続的な研修等の実施により支援者の資質向上を図ります。 

 

【評価指標】 

評価指標 
現状値 

（令和４(2022)年度） 

目標値 

（令和10(2028)年度） 

ゲートキーパー養成研修の受
講者数（※） 

7,069人 9,500人 

（※）平成20（2008）年度以降の延べ受講者数 

【主な事業】 

事業・取組 内 容 担当課・機関 

ゲートキーパー養
成研修 

市民、専門職、職員などを対象に自殺対策に関する研修を実施
し、ゲートキーパーを養成します。 

保健予防課 

自殺未遂者等相談
支援検討会 

自殺未遂者や精神保健福祉に関連した事例検討会を実施し、精
神科医等の専門的知見による助言のもと、関係機関も含めた検
討を行うことにより、適切な支援を充実させるとともに、支援
者の対応力向上を図ります。 

関係機関向け研修
会等の開催[再掲] 

自殺の危険因子である、うつ病、統合失調症、アルコール依存
症等をテーマに研修会を開催し、正しい知識の普及啓発に努め
ます。 

教職員対象研修 
教職員を対象に、若者が抱え込みがちな自殺のリスクなどの情
報提供を行い、理解の促進を図ります。 

教育センター 
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重点施策５ 適切な精神科医療を受けられるようにする 

【現状・課題等】 

・自殺の原因・動機の中で最も多い「健康問題」の詳細（平成29年～令和３年計）をみる

と、「うつ病」が最も多く、次いで「身体の病気」「その他の精神疾患」「統合失調症」と

なっています。 

・メンタルヘルスの問題や心の不調は、適切な精神科医療や相談機関に結びつきにくく、

問題が深刻化しがちであると言われています。 

 

【取組の方向性】 

自殺の危険性の高い人や心の不調を抱えている人の早期対応に努め、適切な精神科医療

につながるよう、精神科医師等によるこころの健康相談を実施します。また、精神疾患に

関する理解促進とともに、地域の機関連携の強化などに取り組みます。 

 

【評価指標】 

評価指標 
現状値 

（令和４(2022)年度） 

目標値 

（令和10(2028)年度） 

精神科医師によるこころの健
康相談の実施回数 

105回 105回以上 

 

【主な事業】 

事業・取組 内 容 担当課・機関 

市民向けの講演会
の開催[再掲] 

自殺の危険因子である、うつ病、統合失調症、アルコール等依
存症等をテーマに講演会を開催し、正しい知識の普及啓発に努
めます。 

保健予防課 

こころの健康相談
[再掲] 

保健師、社会福祉士、精神保健福祉士、精神科医師等の相談員
がこころの病気（統合失調症、うつ病、アルコール依存症な
ど）に関する相談に応じ、適切な精神科医療につなぎます。 

★ 

精神科医師による
こころの健康相談 

精神科医師がこころの病気に関する相談に応じ、適切な精神科
医療につなぎます。また、精神科医療に関するコンサルテーシ
ョンを実施し、相談支援の充実を図ります。 

自殺未遂者相談支
援事業 

大阪府高槻警察署・大阪医科薬科大学病院・市消防本部と連携
し、相談を希望する自殺未遂者やその家族に対し相談支援を行
います。 

依存症対策[再掲] 
依存症に関する相談支援や専門医療機関への受療支援および支
援団体・自助グループの情報提供やつなぎを行います。 
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事業・取組 内 容 担当課・機関 

大阪府三島精神医
療懇話会 

「大阪府医療計画」に基づき、二次医療圏における多様な精神
疾患に対応できる医療機能の明確化や連携体制の構築などを検
討します。 

健康医療政策
課 

 

保健予防課 

自立支援医療（精
神通院医療） 

精神疾患等で指定医療機関に通院する際の医療費等の公費負担
に関し、申請を受付し、大阪府への書類の取次ぎを行います。 

また、より多くの対象者が制度を利用できるよう、制度の周知
を図ります。 

障がい福祉課 
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重点施策６ 自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐ 

【現状・課題等】 

・自殺未遂者は再度の自殺企図を試みる可能性が高く、本市でも自殺者における未遂歴の

有無（平成29年～令和３年計）では、「未遂歴あり」が14.8％となっています。 

 ・自殺未遂者の生きづらさや悩みは多様であり、問題を解決していくための相談窓口の周

知、関係機関との連携の推進が必要です。 

 

【取組の方向性】 

自殺未遂者の再企図防止に向けて、生きづらさ等の悩みに対応した相談窓口、相談支援

の更なる充実に加え、医療機関や警察等の関係機関との相互連携の強化に取り組みます。 

自殺未遂者本人だけでなく、身近な存在の家族などを支えるため、必要なスキルの向

上のための自殺未遂者等相談支援検討会を実施します。 

 

【評価指標】 

評価指標 
現状値 

（令和４(2022)年度） 

目標値 

（令和10(2028)年度） 

自殺未遂者等相談支援検討
会の実施回数 

月１回 月１回以上 

 

【主な事業】 

事業・取組 内 容 担当課・機関 

★ 

自殺未遂者の相談
窓口の周知 

自殺予防啓発とともに、自殺未遂者の相談窓口を市内関係機関
に周知し、再企図の防止に努めます。 

保健予防課 

自殺未遂者相談支
援事業[再掲] 

大阪府高槻警察署・大阪医科薬科大学病院・市消防本部と連携
し、相談を希望する自殺未遂者やその家族に対し相談支援を行
います。 

★ 

自殺未遂者支援機
関の連携強化 

自殺未遂者への早期治療、自殺未遂の背景となった問題を解決
するための支援等、切れ目のない継続的かつ包括的な支援を実
施するために、保健所、大阪府高槻警察署、大阪医科薬科大学
病院、市消防本部の相互連携を強化します。 

自殺未遂者等相談
支援検討会[再掲] 

自殺未遂者や精神保健福祉に関連した事例検討会を実施し、精
神科医等の専門的知見による助言のもと、関係機関も含めた検
討を行うことにより、適切な支援を充実させるとともに、支援
者の対応力向上を図ります。 
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重点施策７ 遺された人の支援を充実する 

【現状・課題等】 

・自殺に対する誤った認識や偏見のために、遺された人が悩みや苦しみを打ち明けづらい

状況があります。自殺に関する正しい理解が社会に広まるとともに、自死遺族グループ

等の関係機関・団体との更なる連携が大切です。 

 

【取組の方向性】 

専門的なケアや様々な側面からの支援が受けられるように、支援団体へのつなぎや相談

支援の提供を図り、遺された人の心理的影響の軽減に努めます。 

遺族に寄り添った適切な対応を行えるよう、自死遺族に関する研修会等に参加し、スキ

ルの向上を図ります。 

 

【評価指標】 

評価指標 
現状値 

（令和４(2022)年度） 

目標値 

（令和10(2028)年度） 

自死遺族に関する研修会等へ
の参加 

毎年度参加 毎年度参加 

 

【主な事業】 

事業・取組 内 容 担当課・機関 

支援団体へのつな
ぎ 

自死遺族等の相談に対して、支援団体や各専門相談に関する情
報提供を行い、必要な支援につなぐなどの相談支援を行いま
す。 

保健予防課 

★ 

自死遺族等に対す
る相談支援 

自死遺族を含む大切な人を亡くした人に対する相談支援を実施
し、遺族等が安心して相談できる場を提供します。 

★ 

自死遺族に関する
研修会等への参加 

自死遺族に適切な対応を行えるよう、大阪府や民間団体等が実
施する研修会に参加し、スキルの向上を図ります。 

 

 



50 

 

重点施策８ 関連施策との有機的な連携と民間団体等との
協働を推進する 

【現状・課題等】 

  ・自殺の背景には様々な社会的要因が重なり合っており、その多くが追い込まれた末の死

です。自殺対策においては、医療・保健・福祉・教育分野などにおける関連施策の相互

連携や、民間団体等との協働を推進することが重要です。 

 

【取組の方向性】 

自殺対策を総合的に推進するため、関連施策との有機的な連携や民間団体等との更なる

協働を図り、様々な分野の包括的な取組を通じて、効果的・効率的に対策を進めていきま

す。 

 

【評価指標】 

評価指標 
現状値 

（令和４(2022)年度） 

目標値 

（令和10(2028)年度） 

高槻市自殺対策計画推進本部
会議及び高槻市自殺対策連絡
協議会の開催 

毎年度実施 毎年度実施 

 

【主な事業】 

事業・取組 内 容 担当課・機関 

高槻市自殺対策連
絡協議会[再掲] 

保健、医療、福祉、教育、労働、地域等の多分野の関係者によ
り、本市の自殺対策の推進に関する情報共有、協議、連携を行
います。 

保健予防課 

★ 

高槻市自殺対策計
画推進本部会議 

[再掲] 

自殺対策について、庁内関係部署が必要な情報共有、連携を図
ることで全庁的かつ横断的な取組を推進します。 

支援団体へのつな
ぎ[再掲] 

自死遺族等の相談に対して、支援団体や各専門相談に関する情
報提供を行い、必要な支援につなぐなどの相談支援を行いま
す。 

自殺未遂者相談支
援事業[再掲] 

大阪府高槻警察署・大阪医科薬科大学病院・市消防本部と連携
し、相談を希望する自殺未遂者やその家族に対し相談支援を行
います。 
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保健予防課 

事業・取組 内 容 担当課・機関 

企業等のメンタル
ヘルス対策の促進
[再掲] 

高槻商工会議所と連携し、「商工ニュースたかつき（商工会議所
発行）」等に労働者向けのメンタルヘルスに関する啓発記事を掲
載するほか、自殺予防やメンタルヘルスに関する企業等での研
修に取り組みます。 

依存症対策[再掲] 
依存症に関する相談支援や専門医療機関への受療支援および支
援団体・自助グループの情報提供やつなぎを行います。 

コミュニティ市民
会議補助事業 

高槻市コミュニティ市民会議の活動の促進を図ります。 
コミュニティ 

推進室 

DV相談・対応事業
[再掲] 

(1)ＤＶ対応連絡会議の実施 

(2)「女性に対する暴力をなくす運動」期間のDV防止啓発・相談
機関の周知・パープルリボン(グッズ)の配布 

(3)ＤＶリーフレット作成・配布 

(4)デートＤＶ防止啓発リーフレット作成・配布 

(5)ＤＶ相談の実施 

(6)ＤＶ被害者同行支援(一時保護等) 

人権・男女共
同参画課 

コミュニティソー
シャルワーク事業 

地域において、相談支援活動を行うコミュニティソーシャルワ
ーカー（ＣＳＷ）について、あらゆる相談に対応する総合的な
マネジメントやネットワークづくりの強化を図ります。 

地域共生社会
推進室 

★ 

多機関協働事業等
の実施 

地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な
支援体制の整備に向けて、「世代や属性を問わない相談支援」、
「多様な社会参加支援」、「地域づくりに向けた支援」を一体的
に実施する重層的支援体制整備事業において、高齢・障がい・
子ども・困窮分野と、それ以外の分野（教育、保健・医療、消
費生活など）やインフォーマルを含むものとの複合課題に対応
するため、多機関の協働による支援体制づくりを進めます。 

地域共生社会
推進室 

 

高槻市社会福
祉協議会 

生活支援体制整備
事業 

高齢者の多様な日常生活上の支援体制の充実・強化及び介護予
防と社会参加の推進を一体的に図ることを目的に、生活支援コ
ーディネーター（地域支え合い推進員）を配置し、地域での支
え合い体制づくりを行います。 

また、多様な生活支援・介護予防サービス提供主体間の情報共
有及び連携強化の場として、「高齢者生活支援ネットワーク協議
会」を定期的に開催し、地域資源の把握や課題を検討します。 

長寿介護課 

高齢者地域支えあ
い事業 

ひとり暮らしの高齢者に対する地域住民による支え合い活動を
展開することにより、高齢者が地域の中で孤立することなく安
心して暮らせるよう支援します。 

「くらしごとセン
ター」と「こころ
の健康相談」の連
携 

各々の相談窓口で把握した生活困窮者・自殺の危険性の高い者
を適切に両者の支援につなぎます。また、両者がともに支援す
る場合は、支援調整会議や個別カンファレンスへの相互参加な
ど、必要な情報共有と連携を図ります。 

福祉相談支援
課 

 

保健予防課 

 

生活困窮者自立支
援制度と自殺対策
のネットワークの
連携強化 

生活困窮者支援調整ネットワーク会議や自殺対策連絡協議会等
を活用し、両者が持つネットワークの連携強化を図ります。ま
た、両者が実施する研修を相互に参加、活用する等により、お
互いの支援内容について理解を深めます。 
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事業・取組 内 容 担当課・機関 

生活困窮者自立支
援事業[再掲] 

生活困窮者に対し、就労の状況、心身の状況、地域社会からの
孤立の状況等、様々な状況又はそれらの複合的な状況に応じ
て、くらしごとセンターの相談支援員を中心に、就労支援員に
よる履歴書の添削や模擬面接、職場体験等の就労支援、更に関
係部局や地域の関係機関と連携した包括的かつ早期的な支援を
行います。 

また、同フロアに設置されているハローワークの専門窓口で
は、就労支援ナビゲーターが、市の就労支援員と連携しなが
ら、効果的な職業紹介を行います。 

福祉相談支援
課 

 

茨木公共職業
安定所 

児童家庭相談 

[再掲] 

社会福祉士・心理職・保健師等の専門職を配置し、子育て不安
や子どもの養育など、18歳未満の子育てに関する相談を実施し
ます。 

保護者の相談内容を傾聴し、アセスメントとそれに基づく適切
な援助を行う。あわせて、相談等を通じて、児童虐待を未然に
防止するための取組を進めます。 

子育て総合支
援センター 

高槻市青少年問題
協議会 

地方青少年問題協議会法に基づき設置された協議会であり、青
少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立に
ついての調査や審議及びその施策を実施するために必要な関係
行政機関相互の連絡調整を行います。 

青少年課 

★ 

大阪府生活福祉資
金貸付事業[再掲] 

大阪府社会福祉協議会が行う資金貸付事業の窓口として低所得
者、障がい者、高齢者世帯に対し自立支援のための資金貸付相
談や申請手続き支援を行います。 

高槻市社会福
祉協議会 

★ 

ひきこもり当事者
及び家族への支援
事業[再掲] 

ひきこもり当事者及びその家族が参加者同士で日頃の悩みを語
り合い、情報交換を行う居場所づくりの支援をします。 

こころのサポータ
ー相談コーナー 

[再掲] 

求職活動をされる際に、精神的に不安を抱えておられる方への
不安の解消、課題の整理のために、精神保健福祉士によるカウ
ンセリングを行います。 

茨木公共職業
安定所 

健幸経営の普及啓
発[再掲] 

市内事業所の「健全な経営」と企業の従業員の「幸福な生活」
の実現を目指し、「健幸経営」に関する情報発信を行います。 

高槻商工会議
所 
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重点施策９ 子ども・若者の自殺対策を推進する 

【現状・課題等】 

・近年、全国では小中高生の自殺者数が増えており、国においては令和５年４月に発足し

たこども家庭庁に自殺対策室を設置し、６月に「こどもの自殺対策緊急強化プラン」を

発出するなど、子どもの自殺対策の強化を図っています。 

・自殺統計（平成29年～令和３年計）において、20、30代の男性の自殺者の割合は全国、

大阪府に比べて高くなっています。 

・令和２年の年代別死亡原因において、自殺は30歳代以下の死亡原因の１位となっていま

す。 

 

【取組の方向性】 

子どもや若者が自殺に追い込まれることがないよう、関係機関が連携しながら、子育て

世代への支援も含めた必要な取組を実施します。 

 

【評価指標】 

評価指標 
現状値 

（令和４(2022)年度） 

目標値 

（令和10(2028)年度） 

子ども・若者（18～39歳以
下）の自殺に関する相談機関
を知っている人の割合（市民
意識調査） 

84.3％ 90.0％ 

 

【主な事業】 

事業・取組 内 容 担当課・機関 

スクールカウンセ
ラーの派遣（生徒
指導推進事業） 

いじめや不登校などの生徒指導上の課題に対して、児童生徒の
心の安定を図るとともに、いじめや不登校の早期発見や早期対
応を図ります。 

教育指導課 

こころの教育（Ｓ
ＯＳの出し方に関
する教育）への取
組 

児童・生徒が、様々な困難やストレスへの対処方法を身につけ
適切な対応ができるよう、保健体育、道徳、総合学習等、様々
な機会を通じて取り組みます。 

はにたんの子ども
いじめ110番 

いじめに関する相談機関の紹介や児童生徒がいじめを発見した
ときに通報できるシステムをホームページに開設し、いじめの
早期発見や早期対応を図ると共に児童生徒がＳＯＳを出しやす
い環境整備を目指します。 
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事業・取組 内 容 担当課・機関 

教育相談 

心理・ことばの発達など教育上の問題や悩みを軽減あるいは解
消するため、面接相談、医療相談、電話相談を行うことによっ
て、相談者の主訴について問題解決を図ります。 

教育センター 

不登校児童生徒支
援室事業 

高槻市立小中学校に在籍する不登校児童生徒の社会的自立や学
校生活への復帰に向けた支援を行います。また、中学校に不登
校等支援員を配置し、校区の小中学校の不登校未然防止や別室
登校等への取組みを支援します。 

若年者対象メンタ
ルヘルス研修 

市内の大学生等を対象にメンタルヘルス、セルフケアに関する
講義を行い、こころの健康づくりを進めるとともに、若者同士
の気づきあいの力を高め、自殺予防の相互作用を図ります。 

保健予防課 
★ 

関係団体へのつな
ぎ 

子ども・若者等の相談内容に応じて、三島地域若者サポートス
テーションや障がい者就業・生活支援センター、地域の居場所
等の情報提供を行います。 

ひとり親家庭相談
事業[再掲] 

ひとり親家庭の福祉の増進を図るため、母子・父子自立支援員
を配置し、ひとり親家庭の父、母・寡婦の相談に応じます。 

子ども育成課 

★ 

利用者支援事業
（母子保健型） 

[再掲] 

保健師・助産師等の母子保健コーディネーターが、妊娠届に来
所する妊婦に面談を行い、母子保健・子育てに関する相談及び
各種サービスの情報提供を行い、支援プランを作成します。 

子ども保健課 

★ 

産婦健診[再掲] 

出産後の産婦の心身の不調、育児不安を早期に把握するため
に、健診費用の助成を図り、必要な産婦に対し相談や支援を行
います。 

児童家庭相談 

[再掲] 

社会福祉士・心理職・保健師等の専門職を配置し、子育て不安
や子どもの養育など、18歳未満の子育てに関する相談を実施し
ます。 

保護者の相談内容を傾聴し、アセスメントとそれに基づく適切
な援助を行います。 

あわせて、相談等を通じて、児童虐待を未然に防止するための
取組を進めます。 

子育て総合支
援センター 

子育て相談訪問事
業[再掲] 

養育支援が特に必要であると認められる家庭に対して、子育て
相談訪問員（保育士等の専門員）が訪問し、養育に関する相
談・助言・指導を行い、当該家庭の適切な養育の実施を図りま
す。 

子育て総合支援セ
ンター（子育て相
談及び情報提供）
[再掲] 

就学前の親子が集うプレイルームや各種講座で子育てに関する
相談や情報提供を行います。 

こんにちは赤ちゃ
ん事業[再掲] 

生後４か月までの乳児のいる家庭に保育士等が訪問し、育児相
談・情報提供などを行うことで保護者の育児不安を解消し、支
援が必要な家庭に対しては適切なサービス利用に結びつけま
す。 
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１ 計画の推進 

１ 計画の周知・啓発 
 

本計画は、市ホームページ、広報誌等で公表するほか、各種研修や講演会等での啓発、
関係機関等への配布など、様々な機会を捉えて周知を図ります。 

 

２ 計画の推進体制 

本計画は、「高槻市自殺対策連絡協議会」及び「高槻市自殺対策計画推進本部会議」を

中心に、行政、地域、関係機関・団体が連携しながら、各種の取組を推進します。 

 

①  高槻市自殺対策連絡協議会 

保健、医療、福祉、教育、労働、地域、警察、消防、鉄道、法律等の多分野の関係者

を構成員として、本計画に基づく施策の実施状況や目標の達成状況等の点検・検証など、

自殺対策の総合的な推進のために必要な事項についての情報共有、協議等を行うことに

より、幅広く専門的な立場からの助言等を得ながら、官民協働の取り組みを推進します。 

 

②  高槻市自殺対策計画推進本部会議 

自殺対策について、庁内関係部署が必要な情報共有、連携を図ることで全庁的かつ横

断的な取組を推進します。 

 

<計画推進体制> 

                                                 

 

 

 

 

 

第５章 計画の推進と評価 
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３ 進行管理と評価 

本計画の進行管理については、ＰＤＣＡサイクルを通じて、「高槻市自殺対策連絡協議

会」において、毎年度、本計画に基づく施策の実施状況や目標の達成状況等を点検・検

証し、計画の適切な進捗管理を行うとともに、市ホームページで公開します。 

また、新たな課題への対応など、必要に応じて施策・事業の見直し、改善に努めると

ともに、計画最終年度には、目標の達成状況等を検証・評価し、次期計画に反映します。 
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４ 計画の推進にあたって踏まえる視点 

  【持続可能な社会づくり（ＳＤＧｓの視点）】 

持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）は、「誰ひとり取り残さない」社会の実現を目指すた

めの令和12（2030）年を期限とする国際目標であり、17のゴール・169のターゲットを設

定しています。 

国においては、持続可能な社会づくりに向け、経済・社会・環境をめぐる広範囲な課

題に対する統合的な取組が進められており、本市においてもＳＤＧｓの目標を踏まえ、

施策を推進していくことが求められています。 

本計画における基本方針は、ＳＤＧｓの理念と合致するものであり、特に「３ すべ

ての人に健康と福祉を」、「11 住み続けられるまちづくりを」は関連が深く、本計画の

推進がＳＤＧｓの目標に資すると言えます。 

資料：国際連合 
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１ 策定経過 

高槻市自殺対策計画推進本部会議、高槻市自殺対策連絡協議会による審議を踏まえて策定を

行いました。 

 

【令和４年度】 

日程 会議等 主な内容 

令和５年 １月 ５日 

～１月１０日 

第２回高槻市自殺対策計画推進本

部会議幹事会（電子会議） ●「（仮称）第２次高槻市自殺対

策計画」の策定方針について １月２４日 
第２回高槻市自殺対策計画推進本

部会議 

２月 ８日 第２回高槻市自殺対策連絡協議会 

 

【令和５年度】 

日程 会議等 主な内容 

７月１８日 

～７月２４日 

第１回高槻市自殺対策計画推進本

部会議幹事会（電子会議） ●「第２次高槻市自殺対策計

画」（素案）について ８月１０日 
第１回高槻市自殺対策計画推進本

部会議 

８月３０日 第１回高槻市自殺対策連絡協議会 

１０月２５日 

～１０月２７日 

第２回高槻市自殺対策計画推進本

部会議幹事会（電子会議） 
●「第２次高槻市自殺対策計

画」（素案）について 

●パブリックコメントの実施に

ついて 

１１月 ７日 
第２回高槻市自殺対策計画推進本

部会議 

１１月１４日 第２回高槻市自殺対策連絡協議会 

令和６年 １月２４日 

～１月２５日 

第３回高槻市自殺対策計画推進本

部会議幹事会（電子会議） 
●パブリックコメントの結果に
ついて ２月 ５日 

第３回高槻市自殺対策計画推進本

部会議 

２月 ７日 第３回高槻市自殺対策連絡協議会 

 

資 料 編 
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２ 高槻市自殺対策連絡協議会規則 

高槻市自殺対策連絡協議会規則をここに公布する。 

  平成 ２４ 年 １２ 月 １９ 日 

 

           高槻市長  濱 田 剛 史 

 

高槻市規則第 ５９ 号 

   高槻市自殺対策連絡協議会規則 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、高槻市附属機関設置条例（平成２４年高槻市条例第３６号）第５条の規

定に基づき、高槻市自殺対策連絡協議会（以下「協議会」という。）の組織及び運営に関し必要

な事項を定めるものとする。 

 （会長及び副会長） 

第２条 協議会に会長及び副会長各々１人を置き、委員の互選によってこれを定める。 

２ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代

理する。 

 （会議） 

第３条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。 

２ 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。 

３ 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するとこ

ろによる。 

 （部会） 

第４条 協議会に、必要に応じて部会を置くことができる。 

２ 部会は、会長が指名する委員をもって組織する。 

３ 部会に部会長及び副部会長各々１人を置き、部会に属する委員の互選によってこれを定め

る。 

４ 部会長は、会務を掌理する。 

５ 第２条第３項及び前条の規定は、部会について準用する。この場合において、これらの規

定中「会長」とあるのは「部会長」と、同項中「副会長」とあるのは「副部会長」と、同条中

「協議会」とあるのは「部会」と読み替えるものとする。 

６ 部会長は、部会における審議の経過及び結果を協議会に報告しなければならない。 

７ 前各項に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会長が会長の同意を得て

定める。 



61 

 

 （説明等の聴取） 

第５条 協議会又は部会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見

を聴くことができる。 

 （庶務） 

第６条 協議会の庶務は、健康福祉部において処理する。 

 （委任） 

第７条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮

って定める。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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高槻市自殺対策連絡協議会委員 

 所属団体名 役職名 氏名 備考 

会長 高槻市社会福祉協議会 常務理事兼事務局長 関本 剛司  

副会長 高槻市医師会 会員 川茂 聖哉  

委員 

高槻市薬剤師会 理事 市原 仁美  

大阪府教育委員会 
大阪府立大冠高等学校 校長 田尻 誠 令和５年５月25日まで 

大阪府立阿武野高等学校 校長 岡本 真澄 令和５年５月26日から 

大阪医科薬科大学 
社会薬学・薬局管理学研究室 

教授 
恩田 光子  

大阪医科薬科大学 神経精神医学教室 教授 金沢 徹文  

高槻市歯科医師会 副会長 
甲斐 康敏 令和５年６月13日まで 

岸本 吉史 令和５年６月14日から 

大阪医科薬科大学 衛生学・公衆衛生学Ⅰ・Ⅱ 

講師 
久藤 麻子  

大阪弁護士会 会員 鈴木 節男  

高槻市消防本部  救急課 課長 津田 裕士  

茨木公共職業安定所 統括職業指導官 
松尾 達子 令和５年５月25日まで 

戸板 伸也 令和５年５月26日から 

高槻商工会議所 中小企業相談所 所長 鳥山 茂  

大阪府高槻警察署 生活安全課 課長 
中渕 恵太郎 令和５年５月25日まで 

中川 泰典 令和５年５月26日から 

西日本旅客鉄道株式会社 

阪奈支社 
地域共生室 室長 中嶋 和政  

高槻市立中学校校長会 
高槻市立阿武山中学校 校長 小澤 康信 令和５年５月25日まで 

高槻市立第七中学校 校長 北堂 薫 令和５年５月26日から 

大阪府こころの健康総合

センター 
事業推進課 課長 松川 祥恵  

高槻市民生委員児童委員

協議会 
地区委員長 松村 和英  

 

 

（敬省略） 



63 

 

３ 高槻市自殺対策計画推進本部会議設置要綱 

（設 置） 

第1条 自殺対策基本法及び自殺総合対策大綱の理念に基づき、生きることの包括的な支援の実施を目指

し、自殺対策計画（以下「計画」という。）の策定及び推進に関し必要な事務を総合的かつ円滑に推進す

るため、高槻市自殺対策計画推進本部会議(以下「会議」という。)を設置する。 

（所掌事務） 

第2条 会議の所掌事務は、次の各号に掲げる事務を所掌する。 

（１）計画の策定及び推進 

（２）計画策定及び推進に関する調査、研究 

（３）その他計画策定及び推進に必要な事項 

（組 織） 

第3条 会議は別表１に掲げる者をもって構成する。 

２ 会議に委員長及び副委員長を置き、委員長は健康福祉部を所管する副市長を、副委員長は他の副市長

をもって充てる。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。 

（会 議） 

第4条 委員長は、委員会の会議を招集し、委員会の会務を総理する。 

２ 委員長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。 

（幹事会） 

第5条 会議は、より具体的な検討を行うため、幹事会を置く。 

２ 幹事会は、別表２に掲げる者をもって構成する。 

３ 幹事会に幹事長及び副幹事長を置き、幹事の互選によりこれを定める。 

４ 幹事長は、必要に応じて会議を招集し、会務を総理し、幹事会を代表する。 

５ 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代理する。 

６ 幹事長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。 

（事務局） 

第6条 会議及び幹事会の事務局は健康福祉部保健所保健予防課に置く。 

（守秘義務） 

第7条 会議及び幹事会の構成員及び第4条第2項、第5条第6項に基づき出席した者は、会議及びその活動

で知りえた個人の情報について、これを外部に漏らしてはならない。 

（委 任） 

第8条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。 

附 則 

この要綱は、平成３０年５月２１日から施行する。 
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   附 則 

１ この要綱は、令和元年８月１３日から施行する。 

２ この要綱の施行に伴い、高槻市自殺対策庁内連絡会設置要綱は廃止する。 

   附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、令和５年８月１日から施行する。 

 

 

（別表１） 第 3 条関係 

役職 委員 

委員長 所管副市長 

副委員長 副市長 

委員 

総合戦略部長 

総務部長 

市民生活環境部長 

健康福祉部長 

健康福祉部理事 

子ども未来部長 

都市創造部長 

街にぎわい部長 

教育次長 

交通部長 

水道部長 

消防長 
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（別表２） 第 5 条関係 

 部署名 職名 

総合戦略部 みらい創生室 室長が指名するもの 

総務部 人事企画室 室長が指名するもの 

市民生活環境部 

コミュニティ推進室 室長が指名するもの 

人権・男女共同参画課 課長 

市民生活相談課 課長 

健康福祉部 

地域共生社会推進室 室長が指名するもの 

長寿介護課 課長 

生活福祉総務課 課長 

福祉相談支援課 課長 

障がい福祉課 課長 

健康医療政策課 課長 

健康づくり推進課 課長 

子ども未来部 

子ども育成課 課長 

子ども保健課 課長 

子育て総合支援センター 所長 

青少年課 課長 

都市創造部 都市づくり推進課 課長 

街にぎわい部 産業振興課 課長 

教育委員会事務局 
教育指導課 課長 

教育センター 所長 

交通部 総務企画課 課長 

水道部 総務企画課 課長 

消防本部 救急課 課長 
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４ 関係法令及び国の方針 

自殺対策基本法（平成十八年法律第八十五号） 

 

目次 
第一章 総則（第一条―第十一条） 

第二章 自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策計画等（第十
二条―第十四条） 
第三章 基本的施策（第十五条―第二十二条） 

第四章 自殺総合対策会議等（第二十三条―第二十五条） 
 
附則 

 
第一章 総則 
（目的） 

第一条 この法律は、近年、我が国において自殺による死亡者
数が高い水準で推移している状況にあり、誰も自殺に追い込
まれることのない社会の実現を目指して、これに対処してい
くことが重要な課題となっていることに鑑み、自殺対策に関
し、基本理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明ら
かにするとともに、自殺対策の基本となる事項を定めること
等により、自殺対策を総合的に推進して、自殺の防止を図り、
あわせて自殺者の親族等の支援の充実を図り、もって国民が
健康で生きがいを持って暮らすことのできる社会の実現に寄
与することを目的とする。 

（基本理念） 
第二条 自殺対策は、生きることの包括的な支援として、全て

の人がかけがえのない個人として尊重されるとともに、生き
る力を基礎として生きがいや希望を持って暮らすことができ
るよう、その妨げとなる諸要因の解消に資するための支援と
それを支えかつ促進するための環境の整備充実が幅広くかつ
適切に図られることを旨として、実施されなければならない。 

２ 自殺対策は、自殺が個人的な問題としてのみ捉えられるべ
きものではなく、その背景に様々な社会的な要因があること
を踏まえ、社会的な取組として実施されなければならない。 

３ 自殺対策は、自殺が多様かつ複合的な原因及び背景を有す
るものであることを踏まえ、単に精神保健的観点からのみな
らず、自殺の実態に即して実施されるようにしなければなら
ない。 

４ 自殺対策は、自殺の事前予防、自殺発生の危機への対応及
び自殺が発生した後又は自殺が未遂に終わった後の事後対応
の各段階に応じた効果的な施策として実施されなければなら
ない。 

５ 自殺対策は、保健、医療、福祉、教育、労働その他の関連
施策との有機的な連携が図られ、総合的に実施されなければ
ならない。 

（国及び地方公共団体の責務） 
第三条 国は、前条の基本理念（次項において「基本理念」と

いう。）にのっとり、自殺対策を総合的に策定し、及び実施
する責務を有する。 

２ 地方公共団体は、基本理念にのっとり、自殺対策について、
国と協力しつつ、当該地域の状況に応じた施策を策定し、及
び実施する責務を有する。 

３ 国は、地方公共団体に対し、前項の責務が十分に果たされ
るように必要な助言その他の援助を行うものとする。 

（事業主の責務） 
第四条 事業主は、国及び地方公共団体が実施する自殺対策に

協力するとともに、その雇用する労働者の心の健康の保持を
図るため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

（国民の責務） 

第五条 国民は、生きることの包括的な支援としての自殺対策
の重要性に関する理解と関心を深めるよう努めるものとする。 

（国民の理解の増進） 

第六条 国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等を通じ

て、自殺対策に関する国民の理解を深めるよう必要な措置を
講ずるものとする。 

（自殺予防週間及び自殺対策強化月間） 
第七条 国民の間に広く自殺対策の重要性に関する理解と関心

を深めるとともに、自殺対策の総合的な推進に資するため、
自殺予防週間及び自殺対策強化月間を設ける。 

２ 自殺予防週間は九月十日から九月十六日までとし、自殺対
策強化月間は三月とする。 

３ 国及び地方公共団体は、自殺予防週間においては、啓発活
動を広く展開するものとし、それにふさわしい事業を実施す
るよう努めるものとする。 

４ 国及び地方公共団体は、自殺対策強化月間においては、自
殺対策を集中的に展開するものとし、関係機関及び関係団体
と相互に連携協力を図りながら、相談事業その他それにふさ
わしい事業を実施するよう努めるものとする。 

（関係者の連携協力） 
第八条 国、地方公共団体、医療機関、事業主、学校（学校教

育法（昭和二十二年法律第二十六号）第一条に規定する学校
をいい、幼稚園及び特別支援学校の幼稚部を除く。第十七条
第一項及び第三項において同じ。）、自殺対策に係る活動を行
う民間の団体その他の関係者は、自殺対策の総合的かつ効果
的な推進のため、相互に連携を図りながら協力するものとす
る。 

（名誉及び生活の平穏への配慮） 
第九条 自殺対策の実施に当たっては、自殺者及び自殺未遂者

並びにそれらの者の親族等の名誉及び生活の平穏に十分配慮
し、いやしくもこれらを不当に侵害することのないようにし
なければならない。 

（法制上の措置等） 

第十条 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制
上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。 

（年次報告） 

第十一条 政府は、毎年、国会に、我が国における自殺の概況
及び講じた自殺対策に関する報告書を提出しなければならな
い。 

 
第二章 自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策計画等 
（自殺総合対策大綱） 

第十二条 政府は、政府が推進すべき自殺対策の指針として、
基本的かつ総合的な自殺対策の大綱（次条及び第二十三条第
二項第一号において「自殺総合対策大綱」という。）を定め
なければならない。 

（都道府県自殺対策計画等） 
第十三条 都道府県は、自殺総合対策大綱及び地域の実情を勘

案して、当該都道府県の区域内における自殺対策についての
計画（次項及び次条において「都道府県自殺対策計画」とい
う。）を定めるものとする。 

２ 市町村は、自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策計画並
びに地域の実情を勘案して、当該市町村の区域内における自
殺対策についての計画（次条において「市町村自殺対策計
画」という。）を定めるものとする。 

（都道府県及び市町村に対する交付金の交付） 
第十四条 国は、都道府県自殺対策計画又は市町村自殺対策計

画に基づいて当該地域の状況に応じた自殺対策のために必要
な事業、その総合的かつ効果的な取組等を実施する都道府県
又は市町村に対し、当該事業等の実施に要する経費に充てる
ため、推進される自殺対策の内容その他の事項を勘案して、
厚生労働省令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付
金を交付することができる。 
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第三章 基本的施策 
（調査研究等の推進及び体制の整備） 
第十五条 国及び地方公共団体は、自殺対策の総合的かつ効果

的な実施に資するため、自殺の実態、自殺の防止、自殺者の
親族等の支援の在り方、地域の状況に応じた自殺対策の在り
方、自殺対策の実施の状況等又は心の健康の保持増進につい
ての調査研究及び検証並びにその成果の活用を推進するとと
もに、自殺対策について、先進的な取組に関する情報その他
の情報の収集、整理及び提供を行うものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、前項の施策の効率的かつ円滑な実
施に資するための体制の整備を行うものとする。 

（人材の確保等） 

第十六条 国及び地方公共団体は、大学、専修学校、関係団体
等との連携協力を図りながら、自殺対策に係る人材の確保、
養成及び資質の向上に必要な施策を講ずるものとする。 

（心の健康の保持に係る教育及び啓発の推進等） 
第十七条 国及び地方公共団体は、職域、学校、地域等におけ

る国民の心の健康の保持に係る教育及び啓発の推進並びに相
談体制の整備、事業主、学校の教職員等に対する国民の心の
健康の保持に関する研修の機会の確保等必要な施策を講ずる
ものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、前項の施策で大学及び高等専門学
校に係るものを講ずるに当たっては、大学及び高等専門学校
における教育の特性に配慮しなければならない。 

３ 学校は、当該学校に在籍する児童、生徒等の保護者、地域
住民その他の関係者との連携を図りつつ、当該学校に在籍す
る児童、生徒等に対し、各人がかけがえのない個人として共
に尊重し合いながら生きていくことについての意識の涵かん
養等に資する教育又は啓発、困難な事態、強い心理的負担を
受けた場合等における対処の仕方を身に付ける等のための教
育又は啓発その他当該学校に在籍する児童、生徒等の心の健
康の保持に係る教育又は啓発を行うよう努めるものとする。 

（医療提供体制の整備） 

第十八条 国及び地方公共団体は、心の健康の保持に支障を生
じていることにより自殺のおそれがある者に対し必要な医療
が早期かつ適切に提供されるよう、精神疾患を有する者が精
神保健に関して学識経験を有する医師（以下この条において
「精神科医」という。）の診療を受けやすい環境の整備、良
質かつ適切な精神医療が提供される体制の整備、身体の傷害
又は疾病についての診療の初期の段階における当該診療を行
う医師と精神科医との適切な連携の確保、救急医療を行う医
師と精神科医との適切な連携の確保、精神科医とその地域に
おいて自殺対策に係る活動を行うその他の心理、保健福祉等
に関する専門家、民間の団体等の関係者との円滑な連携の確
保等必要な施策を講ずるものとする。 

（自殺発生回避のための体制の整備等） 
第十九条 国及び地方公共団体は、自殺をする危険性が高い者

を早期に発見し、相談その他の自殺の発生を回避するための
適切な対処を行う体制の整備及び充実に必要な施策を講ずる
ものとする。 

（自殺未遂者等の支援） 

第二十条 国及び地方公共団体は、自殺未遂者が再び自殺を図
ることのないよう、自殺未遂者等への適切な支援を行うため
に必要な施策を講ずるものとする。 

（自殺者の親族等の支援） 
第二十一条 国及び地方公共団体は、自殺又は自殺未遂が自殺

者又は自殺未遂者の親族等に及ぼす深刻な心理的影響が緩和
されるよう、当該親族等への適切な支援を行うために必要な
施策を講ずるものとする。 

（民間団体の活動の支援） 

第二十二条 国及び地方公共団体は、民間の団体が行う自殺の
防止、自殺者の親族等の支援等に関する活動を支援するため、
助言、財政上の措置その他の必要な施策を講ずるものとする。 

 
第四章 自殺総合対策会議等 
（設置及び所掌事務） 

第二十三条 厚生労働省に、特別の機関として、自殺総合対策
会議（以下「会議」という。）を置く。 

２ 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

一 自殺総合対策大綱の案を作成すること。 

二 自殺対策について必要な関係行政機関相互の調整をするこ
と。 

三 前二号に掲げるもののほか、自殺対策に関する重要事項に
ついて審議し、及び自殺対策の実施を推進すること。 

（会議の組織等） 
第二十四条 会議は、会長及び委員をもって組織する。 

２ 会長は、厚生労働大臣をもって充てる。 
３ 委員は、厚生労働大臣以外の国務大臣のうちから、厚生労

働大臣の申出により、内閣総理大臣が指定する者をもって充
てる。 

４ 会議に、幹事を置く。 
５ 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、厚生労働大臣が

任命する。 
６ 幹事は、会議の所掌事務について、会長及び委員を助ける。 
７ 前各項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必

要な事項は、政令で定める。 
（必要な組織の整備） 
第二十五条 前二条に定めるもののほか、政府は、自殺対策を

推進するにつき、必要な組織の整備を図るものとする。 
（附則省略）
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自殺総合対策大綱の概要 
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５ 用語の解説 

 用語 解説 ページ 

あ アセスメント 事前に対象の状態や生活環境などを把握し、課題
やニーズなどを分析、評価することです。 

４２、５２、 

５４ 

アルコール依存症 飲酒してはならない状況でも強い飲酒欲求を感じ
る、飲む量や飲む時間のコントロールができな
い、禁酒や減酒をした時の離脱症状（発汗、イラ
イラ感、けいれん発作等）がみられる、健康問題
等の原因が飲酒であると分かっていながら断酒で
きない等の症状がある精神疾患です。 

２６、３６、 

４４、４６ 

アルコール健康障がい アルコール依存症その他の多量の飲酒、未成年者
の飲酒、妊婦の飲酒等の不適切な飲酒の影響によ
る心身の健康障がいのことです。 

２５ 

インフォーマル 公的機関や専門職によるサービス・支援以外を指
します。 

５１ 

うつ病 「憂うつである」「気分が落ち込んでいる」など
の症状を抑うつ気分と言います。それが強い状態
を抑うつ状態と言い、このような症状が一定期間
続き、重症な状態をうつ病と言います。 

１３、１５、 

２０、２３、 

３１、３６、 

３８、４４、 

４６ 

大阪府医療計画 医療法第30条の４に基づき、５疾病４事業及び在
宅医療を中心に、医療提供体制、医療連携体制に
関する大阪府の施策の方向を明らかにする行政計
画です。 

４７ 

大阪府自殺対策計画 自殺対策基本法における都道府県自殺対策計画と
位置づけ、大阪府における自殺対策のあり方及び
実情を勘案した計画です。 

３、３３ 

か カンファレンス 会議や協議を意味し、各種専門性を持つ人などが
集まり、状況の確認や課題について情報交換や議
論を行うものです。 

５１ 

くらしごとセンター 市福祉相談支援課に設置された窓口の名称。仕
事・健康・人間関係などさまざまな問題で生活に
困っている人に対して、相談支援員や就労支援員
がどうしたらいいかを一緒に考え、各種関係機関
と連携しながら課題解決に向けてのサポートを行
います。 

４２、５１、
５２ 

健康寿命 ＷＨＯ（世界保健機構）が提唱する「健康上の問
題で日常生活が制限されることなく生活できる期
間」をいい、平均寿命から要介護状態の期間を引
いたものです。 
 

２６ 

心のバリアフリー 様々な心身の特性や考え方を持つすべての人々
が、相互に理解を深めようとコミュニケーション
をとり、支え合うことです。 
 

３７ 
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か こどもの自殺対策緊急強
化プラン 

こども家庭庁がこどもの自殺に関する情報の集
約・分析、自殺リスクの早期把握、自治体等への
「若者自殺危機対応チーム」の設置など、総合的
な取組を取りまとめたものです。 

５３、５５ 

コミュニティソーシャル
ワーカー（ＣＳＷ） 

地域において支援を必要とする人の生活圏や人間
関係など、環境面を重視した援助を行うととも
に、地域を基盤とする活動やサービスを発見して
支援を必要とする人に結びつけ、また、新たなサ
ービスの開発や公的制度との関係の調整などを行
う専門知識を有する者のことです。 

２２、５１ 

さ 自殺総合対策大綱 政府が推進すべき自殺対策の指針です。「対人支
援のレベル」、「地域連携のレベル」、「社会制度の
レベル」、これらを有機的に連動させることで、
総合的に推進するものとされています。 

３、４、 

３４、５５、
６３、６６、
６７、６８ 

自殺対策基本法 わが国において自殺による死亡者数が高い水準で
推移している状況に対処するために、「誰も自殺
に追い込まれることのない社会の実現」を目指し
て、自殺対策に関し基本理念、国、地方公共団体
等の責務及び自殺対策の基本となる事項を定めた
法律です。 

３、６３、 

６６ 

自殺予防週間・自殺対策
強化月間 

自殺対策基本法において、国民の間に広く自殺対
策の重要性に関する理解と関心を深めるととも
に、自殺対策の総合的な推進に資することを目的
に、毎年９月10日～９月16日を「自殺予防週
間」、毎年３月を「自殺対策強化月間」とするこ
とが定められています。 

３９、６６ 

スクールカウンセラー 小中学生を対象に、いじめや不登校問題など、児
童・生徒や保護者の悩みや相談を受けるために、
臨床心理に専門的な知識・経験を有するカウンセ
ラーのことです。 

２５、５３ 

生活困窮者自立支援制度 就労の状況、心身の状況、地域社会からの孤立の
状況など様々な状況又はそれらの複合的な状況に
応じて、自立相談支援事業（自立支援相談窓口で
相談を受けた支援員が、自立に向けた支援プラン
を作成し、就労支援やその 
他様々な支援を行います）を中核に、住居確保給
付金の支給、就労準備支援事業の実施などにより
包括的かつ早期的な支援を提供する制度です。 

２７、３３、
５１ 

精神保健福祉士 精神障がい者やその家族を対象に、相談や助言、
指導、援助などを行う専門職です。 
 

３６、４３、 

４６、５２ 

セルフケア こころの病気の予防のために、ストレスについて
の基礎知識をもち、ストレスをためない自分なり
の工夫を心がけることです。 
 

２５、５４ 

た 

 

 

地区福祉委員会 社会福祉協議会の福祉活動を実践する組織で、概
ね小学校区をエリアとして地域の福祉ニーズを掘
り起こし、住民自らの知恵と力を出し合って活動
を行う組織です。 
 

２４、２６ 
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た 

 

統合失調症 幻覚（実際にはないものが感覚として感じられる
もの）や妄想（明らかに誤った内容であるのに信
じてしまい、周りが訂正しようとしても受け入れ
られない考え）という症状が特徴的な精神疾患で
す。それに伴って人々と交流しながら家庭や社会
で生活を営むための、適切な会話や行動等ができ
にくくなり、症状が強い場合には、それが病気の
症状であると認識できないという特徴をもってい
ます。 

１３、２０、
２３、３６、
４４、４６ 

な 二次医療圏 医療法第30条の４第２項第12号に規定される区域
のことです。府内で８つの二次医療圏に分かれて
おり、本市が属する「三島二次医療圏」は、他に
摂津市、茨木市、島本町で構成されています。 

４７ 

は 福祉のまちかど相談 福祉委員会が設置する身近な相談窓口です。福祉
委員が地域住民の困りごとの相談を受け、必要に
応じて社協のコミュニティソーシャルワーカー
（ＣＳＷ）や地域包括支援センターなどの専門機
関の紹介を行います。 

２４ 

不安障害 精神的不安が過剰となり、動悸・呼吸困難・震
え・発汗などの身体症状や強い対人・社会恐怖、
特定の行動を繰り返す強迫行為などが現れ、日常
生活に支障が生じる状態を「不安障害」といいま
す。 

３８ 

ふれあい喫茶 社会福祉協議会による地域福祉活動のひとつで、
お茶を飲みながら隣り合わせた人と自然な情報交
換や悩みを共有できる仲間をつくる「ふれあいの
場」として開催されています。 

２４、３７ 

ま 民生委員児童委員 厚生労働大臣から委嘱を受け、地域の福祉活動を
行うボランティアです。地域住民の相談や援助を
行う法的活動の中で、人権やプライバシーに配慮
しつつ、援助が必要な方の福祉ニーズに応じたサ
ービスが提供されるよう、行政や関係機関の調整
役・パイプ役として活動しています。 

２６、４１、
６２ 

メンタルヘルス 「こころの健康」を指します。ストレスによる精
神的疲労や精神疾患の予防やケアを行うことによ
って、こころの病気に適切に対処し、自身や周囲
の人がこころの病気を正しく理解することが重要
となっています。 

１９、２０、
２５、３６、
３７、３９、
４６、５１、
５４ 

メンタルヘルスファース
トエイド 

「ファーストエイド」とは救急対応や危機介入を
意味しており、心の健康の問題を抱える人に対し
て適切な初期支援を行うことです。 

３６ 

や ヤングケアラー 本来大人が担うと想定されている家事や家族の世
話などを日常的に行っているこどものことで、学
業や友人関係などに影響が出てしまうことがあり
ます。 

２３ 

英数 ＤＶ（ドメスティック・
バイオレンス） 

配偶者や恋人などの親密な関係にある人から振る
われる暴力のことで、ＤＶには身体的暴力、精神
的暴力、経済的暴力、性的暴力、社会的暴力など
があります。 

４１、５１ 

 




